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令和４年１０月２６日

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所 管 理 者 様

こ ど も 未 来 部 療 育 支 援 課 長

児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者 実 践 研 修 の 修 了 状 況 の 確 認 に

つ い て （ 通 知 ）

日 ご ろ か ら 本 市 の 児 童 福 祉 行 政 に つ い て 、 格 段 の ご 理 解 と

ご 協 力 を 賜 り 、 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。

さ て 、 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 及 び 児

童 発 達 支 援 管 理 責 任 者 の 研 修 体 系 が 見 直 し と な り 、基 礎 研 修 、

実 践 研 修 、 更 新 研 修 の ３ 区 分 の 研 修 が 設 け ら れ 、 児 童 発 達 支

援 管 理 責 任 者 （ １ 人 目 ） と し て 配 置 す る た め に は 実 践 研 修 又

は 更 新 研 修 の 修 了 が 必 要 と な り ま し た 。

こ の 見 直 し に 伴 い 、 平 成 ３ １ 年 ３ 月 末 ま で に 旧 体 系 の 児 童

発 達 支 援 管 理 責 任 者 研 修 等 を 修 了 し て い る 者 や 平 成 ３ １ 年 度

か ら 令 和 ３ 年 度 に 基 礎 研 修 を 修 了 し た 者 で 実 務 経 験 を 満 た し

て い る 者 に つ い て は 、 経 過 措 置 に よ り み な し 配 置 が 可 能 で あ

り 、 期 限 ま で に 実 践 研 修 を 修 了 す る 必 要 が あ り ま す 。

令 和 ３ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日 付 「 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 指 定 基 準

等 の 遵 守 に つ い て（ 通 知 ）」（ こ ど も 未 来 部 療 育 支 援 課 長 通 知 ）

及 び 集 団 指 導 等 に よ り 、 当 該 経 過 措 置 及 び 修 了 し た 場 合 の 報

告 に つ い て 、 周 知 し て い る と こ ろ で す が 、 実 践 研 修 を 修 了 し

た 場 合 の 報 告 の 期 限 を 下 記 の と お り と し ま す の で 提 出 を お 願

い い た し ま す 。



１ 提 出 書 類

・ 児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者 研 修 修 了 報 告 書

・ 児 童 発 達 支 援 管 理 責 任 者 実 践 研 修 修 了 証 （ 写 ）

２ 提 出 期 限

実 践 研 修 を 修 了 し た 月 の 翌 月 １ ０ 日 ま で

（ 修 了 証 の 送 付 が 遅 れ て い る 場 合 は ご 連 絡 く だ さ い 。）

３ 提 出 方 法

デ ー タ で 下 記 ア ド レ ス に 提 出

ry o i k u s h i e n @ c i t y . k a w a g o e . l g . j p

４ 留 意 事 項

・ 期 限 ま で に 提 出 さ れ な い 場 合 は 、 児 童 発 達 支 援 管 理 責 任

者 不 在 と し 、 各 種 減 算 等 を 適 用 す る 場 合 が あ り ま す の で

忘 れ ず に 提 出 し て く だ さ い 。
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